


潜在的原告から相談があった場合の対応等

1 法律相談の段階
依頼者に対する事前準備の依頼

ア 資料の準備・持参の依頼
ある民事上のトラブルについて、潜在的原告から法律相談の依頼があった

場合、弁護士はその依頼者に対して、事前に（所属する法律事務所において行

う法律相談の場合には、電話予約などの段階で）関係する書類・写真等の資料一

式をそろえて、打ち合わせの場に持参するよう求めておく必要があります。

これは、言わずもがなのことですが、紛争内容の確認・把握のためには、

依頼者からの口頭による事情聴取にのみ依拠するのではなく、客観的な資料

を確認することが大切であるためです。

なお、その際の留意点として、依頼者に対して、明示的に、依頼者のほう

で重要性の判断をせずに関係する可能性のある書類・写真等の資料は幅広く

持参するよう求めておくべきことが挙げられます。依頼者において重要では

ないと判断して打ち合わせの場に持参しなかった資料の中に、弁護士の目か

ら見ると紛争内容の確認・把握のために重要な役割を果たす資料が含まれて

いるというケースはままあります。依頼者が持参を失念することが想定され

る資料として、例えば、依頼者と相手方当事者（潜在的被告）や関係者等と

の間で交わされた電子メールをプリントアウトしたものなどが考えられます。

イ その他のメモの作成依頼
また、弁護士は、依頼者に対して、紛争に関する事実経緯を時系列に沿っ

て記載したメモ（時系列メモ）や紛争に関係する人物の氏名・勤務先・続柄
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等を記載したメモ（関係人物メモ）を事前に作成して打ち合わせの場に持参す

るよう求めておくことも検討し得ます。

有償の法律相談であると無償の法律相談であるとを問わず、法律相談の時

間は限られていることが通常ですので、依頼者が事前に必要な準備をして、

弁護士が早期に紛争内容を認識・把握できるようにすることが、より適切な

アドバイスを得ることにつながる旨を依頼者に説明して、それらのメモの作

成を求めると、効率的かつ効果的な事情聴取が可能となります。

 ▶会社における事前準備と事前連絡
企業の法務担当者が弁護士に紛争案件に関する法律相談をする場合

は、上記のとおり客観的な資料一式を持参することや、時系列メモ、関

係人物メモを事前に作成して持参することを検討すべきことのほか、紛

争の要点を簡単にまとめて事前に電子メール等で弁護士に連絡しておく

ことも検討すると良いでしょう。弁護士も、およそあらゆる法分野に精

通している訳ではなく、詳しい分野と必ずしもそうではない分野とを有

することが通常であるところ、事前に紛争の要点を知らされていた場合

には、弁護士は、必要に応じて関連する法分野に対する一般的なリサー

チなどの事前準備を行うことが可能となります。

打ち合わせの場における対応

ア 法的に解決可能な紛争であるかの確認
法律相談の依頼があり、打ち合わせを行う場合、弁護士は、まず依頼者が

持参した資料を確認し、依頼者から事実関係を聴取した上で、当該トラブル

が法的に解決可能な紛争であるか否かを判断する必要があります。

イ 法的に解決可能な紛争である場合の対応
相談を受けたトラブルが法的に解決可能な紛争であれば、弁護士は、依頼

者に対して、そのトラブルを解決する方法として、具体的にどのような方法

が有効・適切と考えられるかをアドバイスすることになります。紛争解決方

の留意点
法務担当者
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いない訴状を見ることもあります（例えば、建物明渡請求訴訟でいえば、原告所

有、被告占有、よって明け渡せ、の記載しかないようなケースです。）。

おそらく、そのような訴状を書く原告代理人弁護士は、被告が争ってきて

から別途準備書面において間接事実や事情等を書けばよいと考えているので

しょうが、訴状を検討する裁判官にとっては、（特に、被告が代理人弁護士を選

任しておらず答弁書の記載も型どおりのものであったりすると）第1回口頭弁論

期日がはじまるまで当該紛争の実情が何も分からず、当該事件について事前

に十分な検討をすることができないので、実務上支障のあるところです。

やはり、訴状において、間接事実や事情についてもある程度記載すること

は、不可欠であるといえるでしょう。

b 要件事実の具体的な記載がない場合
また、実務では、抽象的には要件事実に対する言及があるけれども、具体

性に欠けるために、裁判所が主張の補充を求める場合があります。

一例を挙げると、当事者間の一連の取引行為が時系列的に連綿と記載され

ており、それによって原告が損害を被ったので、不法行為に基づく損害賠償

を請求するといった記載が訴状にある場合には、具体的に被告のどの行為を

捉えて不法行為であると構成しているのかが判然としませんので、その点を

明確にする必要があることになります。

column 良い訴状とはどのような書面か
良い訴状とは、どのような書面でしょうか。これは、訴状の名宛

人である裁判所の視点に立って検討する必要があります。
裁判所は、訴え提起段階においては、できるだけ早い段階で、事

件の見通しを立てたい、可能であれば暫定的な心証を形成して（そ
の後、訴訟手続が進むにつれて）その心証が揺るがないかをテストす
るという手順で審理を進めたい、と考えていることが通常であると
思われます。そのため、訴状（及びこれと同時に提出する書証）は、
裁判所が暫定的な心証を形成するに足りるものであることが望まし
いといえます。換言すれば、裁判所が訴状（及びこれと同時に提出す
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